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      令和３年第４回（定例会）吉備中央町議会会議録（３日目） 

 

１．令和３年１２月１０日  午前 ９時３０分 開議 

２．令和３年１２月１０日  午後 １時２７分 閉議 

３．会議の区別      定例会 

４．会議の場所      吉備中央町議会議場 

５．出席議員        

   １番  成  田  賢  一    ２番  山  本  洋  平 
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８．議場に出席した議会事務局職員 

  議会事務局長  杉 原 宏 典    書    記  堀   恵 子 
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  総 務 課 長  岡 本 一 志    税 務 課 長  山 本 敦 志 
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１０．議事日程        
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   日程第１        会議録署名議員の指名について 

   日程第２        一般質問 

１１．会議に付した議案の題目及びその結果 

          一般質問 
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            午前 ９時３０分  開 議 

○議長（難波武志君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより直ちに本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、１１番、

西山宗弘君、１番、成田賢一君を指名します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 質問時間は、一括質問、一問一答質問、いずれも３０分以内とします。残り時間は、

３分前にベルを鳴らしてお知らせします。 

 なお、一括質問につきましては、再々質問までとなっています。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 １１番、西山でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので一般質問を始めさせていただきます。 

 その前に、今回一般質問の３項目めにありますコロナ感染対策についての話の中とちょ

っと重複しますが、先般、ある医療施設のほうへ参りまして面会を求めたところ、今はコ

ロナ対策で面会ができないのが基準になっておりますが、そのときの病院関係者との話

で、一応コロナとワクチンの接種が済んでるかどうかという、証明書はそこでは提出しな

かったんですけれど、吉備中央町の住人であるということを申し上げたら、あっ、接種は

ほんなら済まされてますねっていう返事をいただきましたということなんです。そういう

ことで、この接種の効果というのも随分現れたなという認識をしております。 

 それでは、一般質問のほうを始めさせていただきます。 
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 まず１点目、教育行政について。 

 これは近年、子供たちのメンタルの弱い子供たちが多く見られるという形で、大きく今

回取り上げた内容については、平成２５年に滋賀県でのいじめの問題で、それに端を発し

まして教育法の改正がありまして、そのときにいじめの防止対策推進法というのを改めて

私も見たわけでございます。当然、これは法律の７１号に記してあって、定義というの

は、当然御存じのように当該児童が在籍する学校の、当該児童との一定の人間関係による

他の児童等が行う心理的なもの、また物理的な影響を与える行為と定義してあるわけで

す。これはもう当然そういうことだと思います。 

 ところが、その法律の中にいじめの禁止というところが第４条に書かれてあるわけなん

です。これは単なる言葉でいうといじめの禁止、児童等はいじめを行ってはならないとい

う、当然のことが記してあるんですけれども、そういう文面のことに対して、またその学

校の教員の、要するに責務ということもその中につらつらと書いてありまして、２５条の

中には懲戒のことも書き、そして２６条には出席を停止することまで学校の責務として書

いてあることが見受けられます。 

 その中で、そういうことを行えということでなしに、こういうことを行うことができる

ということを記してあるということは、それだけ重要な、このいじめに対する影響という

ものが今世間一般でも、ついせんだっても反対にいじめられた側が返ってそういう行為に

及んで相手を傷つけたという、逆なパターンもございます。 

 そこで、私が今回教育行政について申し上げたいのは、要するに行政的に教育行政、教

育委員会の管轄ではございますが、これも教育行政として物事があったときに対処するの

は当たり前なんですけど、その以前に、学校の教職員の責務ということに対しての認識を

高めてほしい。あってはならないことです。今あることをどうこうと言うてるわけじゃな

いんですよ。今数字的にどの学校でどういうことがという、そういうことを尋ねる気はご

ざいません。それぞれの対処の仕方でやって、大きな事件、事故等にはつながってないと

認識しておりますが、今後のことです。 

 今後、世の中もコロナの影響もあるし、いろんなことで子供たちの心身ともに影響を及

ぼすことが多々あるかなという、そういう思いから教職員の責務の問題を教育委員会とし

てしっかりと教職員のほうに認識をしていただいて、ただ通り一遍の指導でなしに、これ

は学校としてその子供たちの将来まで考えた、要するに指導の仕方というものに重点を置

いて今回の質問とさせてもらっております。 
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 それから次に、公共工事についてとありますが、これもあまり大げさなことではないん

ですけれども、多くの工事というものについては、吉備中央町、役場の中では特に建設課

については当然のことながら、専門職でございますから当然事故のないように、そして速

やかな執行ができるような形でやっておられるということはよくよく承知をしておりま

す。がしかしながら、他の課においての工事も必ずこれ出てくるわけなんですけど、やは

り専門的な要素が欠けているようにというようにここに記してありますが、それは失礼な

言い方かもしれませんが、やはりその専門の課においてやってるものとは、建設課とはち

ょっとかけ離れている点があると思います。 

 その中に、やっぱり安全性というものが一番配慮されるべきであって、単なる工事が始

まって終了すればよいんでなしに、その始まりと間と最後の結果、最後の結果というの

は、その工事をした部分の道路の状況とか、そういうことも踏まえての認識が薄いんじゃ

ないかなということを、これは担当課に直接どの課へ僕は指名してませんので、担当課が

答えるということでなしに、町長にその認識のことを、また副町長にもそれは同じことは

言えると思うんです。そういうような課の指導はどのようになっているかという、そうい

うことを尋ねたいんです。 

 次に、コロナ感染の対策について。これは先ほども申し上げたように、吉備中央町の接

種率が高いのは、町民の理解とそれから御協力のたまものであるということは承知してお

ります。これもやはり町長が最初にその指示を出して、町の執行権の部分から町長がその

指示を、明快な指示であったと思うんですけれども、それによって担当課をはじめ、それ

ぞれの職員がそれぞれ立場を離れても皆参加をしながら、そしてよい方向で接種ができた

なと。会場においても、そして誘導においても、それから最後の結果を見る、体の心配も

しながら、そしてやってきた結果がこの接種率の高いこと。そして、それに加えて、職員

だけでなしに医療関係、そしてまたそれぞれの関係者が、携わった関係者の皆さん方に心

からお礼を申し上げることでございます。 

 そして、今度３回目ということなんですけれども、この３回目につきましても、昨日の

一般質問の中にもありましたが、モデルナとファイザーの２種類のあれをちょっとお聞き

しましたが、できることであれば同じ、統一したもので接種ができたら大変いいかなとい

う、これは希望ですけれども、行政的なあれもありますからどうなるか分かりませんが、

できれば同じもので接種を行っていただきたい。 

 そして、この３回目の接種、２回目のときもそうだったんですけれども、最近では接種
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が終わった人の証明書たるものをいろいろ言われてますが、この証明書を持ってるという

だけのことであって、町内において、例えば町内の健康診断でも何でも、へそっぴーポイ

ントとか、そういうふうなものにいろいろ還元している部分があるんですけれども、この

接種の分については今のところないと思います。ぜひ町長、これも大変なことなんで、こ

ういう接種に協力してくれた人に対しての、メリットといやあちょっと語弊がありますけ

れども、そういうこともどうかなと。へそっぴーポイントのみならず、いろんな方向でそ

ういうことをしてあげるのもどうかなという、そういう提案も含めての質問とさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、１１番、西山宗弘議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、公共工事におきましては、発注の際に請負事業者に現場代理人を設置させ、安全

確保を含めた運営及び取締りを行うこととしております。また、町から必要に応じまして

現場説明書や仕様書、あるいは口頭により工事現場ごとに注意すべき事項について指示す

ることとしております。そのことにより、現場代理人は工事中の事故防止に努め、適切な

安全対策を講じながら進めております。これにより、工事の安全性について発注担当課に

より偏りがないように努めていこうと思っております。 

 しかしながら、施工中に発生する事故等に対しまして、専門的な要素が欠けることも考

えられますので、発注担当課におきましては、建設課等からしっかりとノウハウを得なが

ら、請負事業者と十分に協議を行い、これからも対応するようにしていきたいと思ってお

ります。 

 次に、新型コロナワクチンの接種につきましては、集団接種を令和３年５月１７日に開

始し、９月１２日まで実施をいたしました。その後、町内医療機関の御協力をいただき、

現在は新規の要望がほぼない状況ではございますが、個別接種を引き続き実施をしており

ます。町民の皆様の本当に御理解、御協力のおかげで、１２歳以上の接種対象者の８５％

を超える方がワクチン接種を受けていただきました。 

 ワクチン接種の進展とともに、ワクチン接種証明の国内活用も少しずつ民間企業を中心
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に始まっております。また、マイナンバーカードを利用したスマートフォンでの電子証明

の開発を現在国が行っているところでございます。大規模イベントの実施や自治体間での

移動など、人数制限や移動制限の緩和、また飲食店や宿泊施設などのサービスを目的とし

て接種証明を活用する方法などが上げられています。ただし、ワクチン接種は任意でござ

いますが、この接種証明を掲示することによって差別につながらないように、やはり配慮

が必要だろうとも思います。 

 町内での活用につきましては、例えば町のイベントに来られた方に対しまして接種証明

や陰性証明を掲示していただいた場合、ベリーグッドカード、これへのポイントを付与す

る等々、いろんな方法が考えられます。全国的にコロナの感染状況が落ち着く中で、新た

な変異株も発生もしております。３回目の接種が来年の２月頃には始まります。ぜひとも

多くの方々にその接種を受けて、このコロナにかからないように対処していきたいと思い

ます。今言ったように、受けられた方につきましても、今後何らかの恩恵があれば、多く

の方が受けていただけると思いますので、今後研究をしていきたいと思います。 

 なお、教育行政につきましては、この後教育長のほうから答弁をいたします。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 教育行政についてお答えいたします。 

 メンタル、いじめ防止ということで、西山議員のほうから御質問をいただきました。 

 子供たちの心は成長とともに大きく揺れ動くという時期がございます。特に思春期を迎

えまして自我形成に向けて大きな葛藤を抱える時期には、悩みやストレスが大きくなり心

が不安定になることも考えられます。このような心が不安定な状況の子供たちの心のＳＯ

Ｓサイン、これにいかに早く気づくかが大切であり、今までこんなことがなかったなと

か、ふだんの様子と違うなあとか、こういったいつもと違うことに全教職員で気づくこと

ができるように、未然防止そして早期発見に取り組むよう、学校に対して指導を行ってい

るところでございます。 

 また、必要に応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、児童相談

所、保健課などと連携して、早期に問題解決に向けた多方面からの支援が継続的かつ組織

的に行えるように取り組んでいるところでございます。さらに、子供たちへは学校と地

域、家庭が連携共同しながら、多様な体験や多くの人々との出会いのある教育活動を行う
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ことを通じて、一人一人の夢を育て、意欲や自信などの自分を高める力や自己肯定感へつ

ながる、心身ともに成長する学びの環境作りを行っているところでございます。そして、

子供自らが精神的健康を維持増進し、自らの心をコントロールする能力を高めることで、

いじめや不登校などの問題の解消や精神疾患の早期回復にもつながるものと考えておりま

す。 

○議長（難波武志君） 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 答えていただいた順番にあれしますが、公共工事について今町長のほうから説明という

か、こういうふうな指導をしておりますということはよく分かったんですけれど、工事の

在り方についてとやかく言う気はございません。しかしながら、例えば、ちょっと一例を

言いますが、舗装工事をする場合に、必ずしも機械と人力だけじゃないんです。合材とい

うものを、材料を運ぶ場合に１０トン車の大きなダンプカーがその合材を運んできます。

その運んでくるのも一方通行で来るわけじゃなしに、来たときにどっかで方転しなきゃな

らないんです。それがその場所が学校の前であるとか私有地であるとか、そういうところ

で方転してたことがありました。実際にあったので、そのことを担当課のほうへお伝えを

し、それを指導してもらうように言いましたが、少しの時間なので辛抱してくれというこ

となんですけれども、それは便利上、やってることに対して妨害する気もないし、辛抱す

ることもできるんですが、万が一事故があった場合には、そのことが言い訳として通るか

どうか。学校の前であり私有地であり、そしてその結果によって、せっかく予算をかけて

ラインを引いてもらったそのラインがひび割れて壊れてしまう。また、そのラインに対し

て予算を組んでやらなきゃならないって、無駄遣いという、そういうところに気がついた

んです。 

 だから、そういうことにならないような指導をしてほしいという。一般的には工事の今

の説明の中に、公共事業の場合には必ずそういう基本的なことはあると思うんです。それ

は守られていると思います。私が見る限りでは十分守られていると思うんですが、それ以

外に、その工事に携わった業者に対する指導というか、やっぱり常識的なことなんで、そ

んなにあえて指導するような問題ではないような、普通に一般に考えても常識の範疇で考

えられることができない業者に対して厳しい指導をする。そして、その担当課も現地を見

たならば、必ず早い対処をやって、安全にその工事が終わるようにというのが、これが目
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的です。なのに、そういうことで行われた最近の工事の中でそういうことがございまし

た。 

 一々苦情として申し上げるわけじゃないんですけど、後々こういうことが頻繁に起こる

ようであれば問題であろうということを提起しますので、まずは初段階で、今までそのこ

とがあったかどうかは別として、やっぱり、せっかく費用をかけてラインも引いて、これ

も何年もかけて、それで同僚議員の、以前にも石井議員が県道のラインについては、安全

上の問題もあるからというて予算を組んでくださいというたら、何年も何年も一生懸命言

ってくださいましたし、地元からもお願いをしました。その結果、せっかくきれいなライ

ンが引けても、１０トンということ、１０トン車ということは合材を積んで総重量２０ト

ン以上になります。そのものが方転するんだから当然壊れて当たり前です。そういう常識

的なことが判断ができんような業者であれば、今後その工事をするに当たっては条件をつ

けてほしいと思います。それをお願いしたいと思いますが、そのことについての答弁もお

願いします。 

 それから、コロナ感染対策なんですけれども、今町長、１２歳以上８５％の町民の接種

率、いろいろ話はいただきましてありがたいことなんですけども、やはりこのコロナの終

息に当たっては、町民一丸となって、そりゃあ接種するせんの問題で名前を表に出してす

るあれはどうかという、差別的なこともあるかもしれません。しかしながら、これはもう

全体皆さんが今国民も一斉にそのことに携わって、頑張ってこれを乗り切ろうという気持

ちになっておりますので、ぜひ今後も大変なことだと思いますが、３回目の接種につきま

しても一生懸命御尽力をしていただきたいということでございます。 

 これはもう絶対に感染しないというあれはないんで、感染したからどうこうということ

もないし、それに誹謗中傷されることのなく、町長は前にも放送でもずっと言ってますよ

うに、そういうことがないようにということをまず念頭にお願いしたいと思います。これ

については答弁も結構です。 

 それから、教育長、教育行政について今本当に懇切丁寧に、絵に描いたようなお話をい

ただきまして、大変ありがとうございました。しかしながら、これはあくまでも教育長の

思われる気持ちと、そしてこれが基本的な理念であるということも承知しました。しかし

ながら、しかしながら町内の学校において、特に、中学校は１校しかございませんので、

思春期を迎えた中学生の問題なんですけれども、最近にもそういうことがあったというこ

とをちょっと簡単にお話をします。これは個人的な固有名詞等、一切申し上げませんし、
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担当についてもどうこうということではないんですよ、勘違いしないように聞いてくださ

い。 

 これはやっぱりこの町内には町長が子育てから高齢者まで安心・安全の町であるという

ことをＰＲしながら、ホームページにも載っておると思いますし、いろんなところから移

住してこられる人が大勢おられます。その中にもいろんな人がおられます。その中で、最

近では移住してきたけれども、やはり学校に慣れなかったという例があります。それは、

誰の責任にするわけじゃないんです。じゃけど、私も携わってみて、教育委員会そして保

健課のほうにもお世話をいただきました、ヒアリングもしました。そして、親御さんとそ

れから学校と面談もし、いろいろな方面で一生懸命努力して、その子に頑張ってもらうよ

うに促した経緯は承知しております。 

 しかしながら、これは後からのことで申し訳ないんですけど、学校の先生のその認識の

浅さというか、それを痛感しました。特にこの今の言う最初に冒頭申し上げましたいじめ

の防止対策推進法というものも、先生方も御存じじゃと思うんじゃけども、改めてひもと

いてこの中の内容を目的から最後のあれまで、もう一遍認識してほしい。その中では言葉

の解釈もございますんで、どう取られるか分かりませんが、いじめはあってはならないと

いうのは前提ですけれども、その中で、どういうふうな方法で対応するか。今教育長が言

うた、子供に対するそういうような心身的ないろんなメンテナンスもいろいろ含めての、

こうこうという方法がございますということは分かるんじゃけど、実際にはどこに責任を

持っていくかというところの責任逃れということも感じました。 

 そういうことのないように、子供たちはやはり先生、教職員と親とのはざま、そして教

育委員会の担当者、保健課の担当者、例えば間に入りました私たちの間で大変混乱してい

ると思うんです。どういう返事をしていいんか分からなかったと思うんです。それを目の

当たりに見ました。 

 そういうことのないように、もうちょっと学校側の丁寧な方法もあったんじゃなかろう

かと。そりゃあ私、過去を振り返れば、学生時代に学校の先生嫌いでした。嫌いでしたと

いうのは叱られることが多かったんで、あまり褒められないんで先生に会うと叱られるん

かなというイメージもございましたが、やはり先生って昔は聖職という形で、本当に頼れ

る形であったんです。だからその先生から物申されると子供たちは意見が言い合えなくな

る。それから、ましてや自分の親から言われると言えなくなるという、その中で、どう判

断していいか分からないという、そういう面も含めて、先生方がもう少しいま一度考え直
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しをしてほしいと。今までの対処の方法が悪いんじゃないんですけれども、それは随分そ

ういうことについては、今回心を痛めました。 

 このことをよく御存じだと思いますんで、局長のほうにこのことについて局長、そのと

きの感想も含めて答弁のほう、お願いしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 公共工事に対しての再質問へのお答えでございますが、まず、工事につきましては、安

全施工が一番でございます。それをするがためにしっかりと工事の仕様書、また現場協

議、現場説明書等々がございます。建設課以外の担当課がその発注に携わることが結構多

いです。なかなかノウハウを持ち合わせておりません。そうした中では、やはりしっかり

と建設課の職員の協力を得、その事前協議等々もやるべきだと、今後またそれを強めてい

かなければならないと。 

 そして、やはり業者の方に対しましても、しっかりとした指示が必要でございます。中

途半端でなくやはりしっかりした指示、そのことにおきましても、そのような事案が出た

ときには、やはり専門部署である建設課等々と協力して、しっかりと指示を出せるという

体制を取っていきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 西山議員の御質問にお答えいたします。 

 やはり先ほど私がお話をさせていただきましたとおり、子供の様子について、ＳＯＳに

対してやっぱり早めに気づくということ、当然のことなんではありますが、やはりそのこ

とをほかの教員も見ているわけで、横の連携をしっかりしていくということが大切ではな

いかなというふうに思います。 

 そういう中から、その子供たちが何を今考えているのか、どういう状況なのかというこ

とを多くの教員で把握をしていく。そして、何がその子供にとって今大切なことなのかと

いうことをそれぞれが認識をして、教職員が協力しながらやっていくということが大切で

はないかなというふうに思っております。それはその子供の心に寄り添うということにつ
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ながるのでないかなというふうに思っています。 

 今回の件が子供の、そのお子様の心に本当に苦しい場面をもたらしたのであれば、本当

にこれからその子供さんに対して、これから先、自分が自信を持てるようなことの対策

を、いろんな角度からその子をしっかり見て、近いところに目標を置かせながら、そして

自信が持てるような対策を取れていけたらなというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 町長、そういう業者の指導もじゃけども、担当課、建設課とタイアップしながらやって

いくということは大変結構なんじゃけど、もうごくごく常識的なこと、常識なことができ

ないんであれば、その業者に対しての、幾らかそういう、厳しい話になりますけれども、

そういうことも含めてちょっとそういう指導もお願いしたいと思います。これはお願いで

す。 

 それから、教育長、本当に、僕局長に答えてほしかったんですけど、教育長がもう本当

に懇切丁寧に、教育長に就任されてから本当に一般質問の答弁も、平素からいろいろお尋

ねをしても丁寧なお言葉で大変ありがたいんですが、が、今回の一件につきましては、あ

まり表に公表すべきじゃないんでちょっと見え隠れのような話ばっかりしますけれども、

もうその子はいません。その子はもう転校しました。結局、その転校した理由がそれであ

るということを決めつけはしないんですけれども、大きな要因になっただろうということ

だけ認識してもらいたい。 

 今教育長言われるように、校長、教頭、担任というような話だけだったんです。他の先

生方がそれに対する配慮は、私はなかったと思います。学校全体として今考えなきゃなら

ないということを、まず重きに置いてほしい。今教育長言われたように、学校という施設

の中に、教育現場の中に代表者としては校長先生、運営、経営的なものは教頭先生、また

各主任さん、学級担任、いろいろな先生がおられると思います。その役職というのは飾り

じゃないんです。遂行してもらわんと困るんです。ただその位置にあるからというだけで

はいけないんです。そのことを十分に活用できるような指導を、教育委員会のほうからと

いうか、本を正せば教育委員会、教育長の任命も町長にありますんで、地方公共団体の代

表というのは町長ですから、責任は僕は町長に問うべきだということも含めて、町長も聞
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いといてください。 

 そういうこともあるんで、一々細かく文句を言うんじゃないんですけど、たった一人の

子であっても子供には代わりはないんです。何遍も言うようですけれど、何百人おって、

その中の何百分の１の子供だからということは言えないんです。その子供にもその子供の

権利もありますし、将来もあるわけです。そういうことに目を向けてほしいんです。その

ときの指導の仕方は、それぞれ学校によって違うかもしれません。だけど、ただ通り一遍

のやり方だけでなしに、本当に親身になって、その子の気持ちになってやって、その子を

助けてやるという、そういう仕方を教職員の人たちにちゃんと研修してほしい。心得とし

て持ってほしいということが言えます。 

 今現在、小学校も９校あって、私はもう自分ところの地元の学校しか知りません。上竹

の小学校しか知りませんが、今の光畑校長先生、これ名前を挙げますけれども、校長先生

は就任以来、毎朝一度も欠かさずに子供たちをお迎えに出ます。校長先生忙しいでしょっ

て言うたら、いやいや、子供たちを迎えることによって一日のスタートですよって、大変

感心します。それはパフォーマンスとかあれとかじゃなく、本当にこの寒い時期でも出て

こられて、子供たちに一々、おはようございます、おはようございますって、丁寧な言葉

をかけます。そのことによって、子供たちも必ず先生に対しておはようございます、それ

から地域の人たちにもおはようございますって挨拶ができます。大変結構なことです。 

 これはもう教育委員会の指導のたまものかと思ってはおりますが、どうか分かりません

が、そういうようなことを全町に広げて、やっぱりそういうことも一定地区のものだけで

なしに、全町にそれが広まるように、そして全国にも広まるような見本となるような町に

していきたいなという、そういう思いから今回一般質問としては３項目の質問とさせてい

ただきました。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで西山宗弘君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 ９番、日本共産党の日名です。 

 議長の指名をいただきましたので、通告に基づいて質問を４点行いたいと思います。 
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 １つ目は、繰り返し取り上げてます広面地区の産廃問題について。２つ目、巡回バスと

の関係で、高齢者自立支援という視点から少し問題提起をさせてほしいと思います。次に

定住促進について、学校再編との関係も含めて若干提起。それから、最後に時間があれば

生活困窮者支援ということで若干触れたいと思います。 

 それでは、１つ目の質問に入ります。 

 広面地区の産廃問題ですが、この間、繰り返し県当局にも働きかけたり、住民課の協

力、町にも協力していただきながら、何とかいろいろな課題を解決していく方向というこ

とをいろいろ模索してきたと思います。ところが、業者の破産というような事態が起こっ

た後、こうした問題が放置されたまま、さらには現状は一層悪くなっている事態というふ

うなことになってきていますので、今日改めて現状の確認と解決しなければならない新た

な課題も含めた今後の課題について、まず地元、町そして県の環境課も含めて、課題意識

を共通に持ちたいというふうに思います。 

 業者が破産して半年がたちました。この間、積み上げられたごみ、元は一遍は回収をし

て整備されるはずだったんです。ところが、それは表面だけで終わった。根本的な解決に

はなってなかった。次にまた次々とごみが積み上げられてきたというのが現実です。しか

もそのごみを私たちはごみと思ってたら、県当局はこれは有価物であると、有効な資源だ

というような言い方さえし、そして現場の発掘調査もしてもらいましたが、僅か数十セン

チ掘っただけ、しかも業者に掘らせて何もなかったと。ごみはなかったという言い方をさ

れたと。 

 唖然としたんですが、そういうこともあった後なんですが、いよいよその積み上がった

ごみが崩れ始めてるんです。その崩れたのはどこへ、実は上流にため池があります。その

ため池からもともとの自然な谷を使った用水路に流れ込んで、そして広い広面地区の水田

を潤している。ところが、この最上流部分のそのごみが崩れ始めて谷をせき止め始めてる

んです。 

 そういう事態が起こっているんですが、破産後なので一体これに対して誰が責任を持っ

て解決するのかということが私たちにはどうも不明確、納得できない状況があるというこ

とで、この辺りをぜひ再度、一緒に同行していただいた小谷住民課長も含めて、現在私た

ちがどういう認識を持たなければならないのか。事態と責任と課題について、少し共通に

認識をしたいと思って、まず最初にそのことをお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 小谷住民課長。 

○住民課長（小谷条治君） 

 ９番、日名義人議員の広面の産廃の現状確認と解決課題についての質問にお答えしま

す。 

 広面地内の産廃中間処理業者の破産報道があってから約７か月が経過しています。現在

の状況は、事業区域や赤線や青線の敷地、民地へ倒産した業者が残した産廃や事業で出た

不要物が残った状態であり、また青線側ののり面の一部は崩壊の危険があるところもあ

り、町としても議員指摘のとおり、残された産廃の処理や赤線の通行、青線の用水確保の

面で危惧をしているところであり、共通の認識であります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 今の答弁から、地元住民と関係者が感じていること、または認識していること、全く共

通しているというふうに思いました。１つだけ付け加えるとすれば、現実はそうは言いな

がら放置されているもので、また新たなごみが持ち込まれている。これは県当局も隠しカ

メラでもちゃんと見て、誰が持ち込んでいるのか確かめたいというふうなことも言われて

いるような状態です。 

 そこで、そういう事態に対して課題もはっきりしてきている。にもかかわらず、それに

誰が責任を持ったらいいのか。当然、当たり前であれば土地の所有者、あるいは現在財産

等を管理している管財人の存在があるわけです、破産の処理中ですから。そのことのため

にいろいろと曖昧なことが生まれてきているように思えてならない。この辺り、改めてこ

れから予想される問題に対して誰が責任を持って対応したらいいのかという、その辺りの

認識の基になる情報を、これもまた共有しておきたいと思うんですが、住民課の課長、私

たちが知らない情報も、もし御存じなら併せて教えていただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 小谷住民課長。 

○住民課長（小谷条治君） 

 課題解決の責任所在についての質問にお答えしております。 
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 事業者の破産後の処理につきましては、破産管財人や土地所有者が対応することとなり

ます。当地区の場合、破産管財人が選任されているため、破産管財人と現在の土地所有者

に残された産廃等の処理責任があると思われます。 

 現在、産廃の指導権限のある県において、破産管財人と現在の土地所有者へ今後の対応

について協議をする準備中であり、町としても地域住民の不安や危険の回避のため、まず

は産廃の指導権限のある県と情報交換を行いながら、今後の状況を注視していきたいと思

います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 御説明いただいたら本当に私たちもそのように理解していますし、改めて確認をさせて

いただきました。しかも、問題の性質、今私たちが危惧している産廃が崩れて崩壊してい

く、これは大雨によって起こるという偶然もあるでしょう。しかし、積み上げた、放置し

た責任もあるわけですから、これは単なる自然災害じゃなくて、まさに人災だと。ほった

らかしにしてたからこういうことになったじゃないかということになりかねんわけですか

ら、言わば被害者、住民側は被害者であり、そして放置してた者が加害者なんだ。にもか

かわらず、下手をすれば用水路、水を確保するのは地元が負担をして確保しなければなら

ないということかて、事態としては起こり得る。田植を間に合わすために、というふうな

こともあるわけですから、時間との関係もあります。言わば自然災害でなく、これは被

害、加害がはっきりしている人災だという立場に立って、県には強力に指導責任を果たし

てほしいなということを申し上げてきたし、これからもぜひ一緒になって県のほうへ働き

かけていっていただきたいと思います。 

 ただ、県のほうも過去の担当者と比較して、今回の担当者は比較的誠実なところを見せ

てくれていることも事実です。現場を見に来てくれました。これはひどいなと、ごみの内

容ももう崩れ始めている。それこそスリッパがある、縫いぐるみがある、もう家財から家

庭ごみ、その上に建設資材が積み上げられている、ブロックがある、大きなブロックまで

持ち込んでいる。それがごみになって下のほうから崩れる。崩れるからまた新たにくいを

打っている。そのくいがまた崩れているということですから、本当にいつどうなるか分か

らない状態だということを改めて確認もしたいと思います。 

 そこで、ぜひ町も手を打っていただきたいことが、もう崩れようとしているその谷は、
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言わば青線ですから、しっかりここまでは地主の責任の場所なんだと、そこが崩れてきて

新たに谷を埋めようとしてるという、その境界線も今まだ曖昧なままだと思うんです。そ

れに対して町の建設課は、早速測量もせんといかんなというふうに答えてくださっていま

すので、前向きであることは事実です。でも、そこには必ず予算も伴うでしょうし、測量

というふうなことを急いでいただくためにも、早急に措置をお願いしたいなということで

す。 

 言わば、加害も被害もはっきりしている中で、そのことを一層明らかにするためにも測

量が必要だし、作業を急がさせるためにもそれが必要だということで、ぜひこの何か月か

後に始まる田植、準備等に支障を起こさないような取組が待たれているということを強く

お願いしたいと思いますが、答弁があればぜひお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 小谷住民課長。 

○住民課長（小谷条治君） 

 それでは、日名議員の青線の管理等についての質問にお答えいたします。 

 崩壊ごみが青線内、谷側に進入している疑いがあるとのことですが、この件につきまし

ては、町で現地を確認する限り進入の可能性があるため、青線の復元測量の準備を始めて

おり、進入事実が確認した後、土地使用者に進入部分の土砂撤去の依頼を考えるというこ

とでございます。また、今後青線、谷側を埋めるような崩壊が発生した際には、原因者に

撤去を依頼しますが、できない場合には町において通水断面の確保ができるよう態勢を考

えるということでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 今の答弁をお聞きして、ああよかったという感じです。ぜひ時間もありますので、これ

を順序よく機敏に対応していただいて、本当に被害が農家また下流の住民に及ばないよう

に、今から手を打てば間に合う可能性もあるわけですから、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。本当に数か月内の課題だというふうに思いますし、課長もそのように答えてい

ただいたと思います。 

 ところで、４つ目に、こういう事態に出会ったために、改めて提起したいことがありま

す。というのは、１つは、今までこういう状態になったのは県の環境部等の担当課の曖昧
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な業者に対する指導、このことが問題を一層大きくしてきたというのははっきり言えると

思いますので、この辺りに対しての地元からの、自治体からの働きかけを強くこれからも

繰り返ししていく必要があるなということと同時に、町内には数少ないんですけども、民

間の産廃処理場があります。この民間の産廃処理場というのは、法律によって一定の期間

の責任は明らかにされていますが、それを超えた後の責任については、必ずしも明らかに

なっていないように私には思えます。 

 そういう意味で、ごみそのものは蓄積されておれば、やがてはいろんなことが、予期し

ない事態が起こる可能性があるわけですから、そういうことも含めて、想定した業者等

に、産廃業者等に対する働きかけをしっかりとしておく必要があるんじゃないかと。もち

ろん造る前の対応、造ることに賛成、反対も含めて業者にきちっと対応していく必要があ

るんじゃないかと思いますが、これは一般的な政治姿勢だと思いますが、町長、どう思わ

れるでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 では、産廃の管理指導責任という大きな項目での答弁をさせていただきます。 

 産廃関係の施設のうち、既設や新設での許可や届出の必要なものについては、県により

定期的な検査や見回りが行われております。許可や届出が要らない小規模な施設につきま

しては、パトロールや町からの情報などにより把握をし、現地確認や必要な場合は指導が

行われております。産廃に関する許可や指導は県の業務でありますが、町におきましても

県としっかりと情報交換を行いながら、違法な行為がないように協力をし対応をしてこれ

からもいきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 ぜひ今の答弁をしっかり踏まえて、私たちも警戒すべきことは警戒しながら町にも働き

かけていきたいと思いますが、ぜひ基本的な対応を貫き続けていただきたいと思います。 

 ２つ目の問題に移ろうと思います。 

 高齢者自立支援との関係で、巡回バスなど公にやっている公共交通機関についてです
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が、昨日も同僚議員２人からいろいろ質問があって、基本的には私も聞きたいことの情報

を全部聞かせていただいたように思います。それでも、この１の利用者の反応等について

お聞きしていますが、もし付け加えるようなことがあれば付け加えていただきたいと思い

ます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 岡本総務課長。 

○総務課長（岡本一志君） 

 ９番、日名義人議員の高齢者自立支援巡回バスという形でございます。今も議員からお

話がありましたように、大体同じようなことを実は考えておりまして、特段という形のこ

とが付け加えるかになるかどうか分かりませんが、皆さんのお声はやはり場所を増やして

いただきたいとか、時間をもう少し考えていただきたい、この辺の調整をすることについ

ては可能かなと考えております。 

 今１か月、２か月たったばかりで、まだまだこれからいろんな御意見が出てくると思い

ますので、すぐにはどうするという形は申し上げにくいんですけど、まず時刻表の改正、

見にくいというとこら辺を今手がけております。それから、巡回をしておりまして立ち寄

っていなかった施設、道べりを通るわけですけど、寄って待合も皆さんに安全にできるよ

うな形のとこも増やしていくという形で、実は既に何施設か立ち寄ることを業者さんにお

願いして、今まで道路べりを通っていたんですけど、施設内に入らせていただいて、許可

をいただいてということもあるんですけど、そういうことも今進めております。 

 ただ、今半周、これ１時間ほどかけて回っておるわけですけど、いろんなところに寄っ

てほしいという要望につきましては、なかなかこれを半周２時間もかかるような形のルー

トもやはり考えにいくところもございますので、これはもう大きな検討課題かなというと

こら辺で、今後十分検討研究させていただきたいというとこら辺でございます。 

 どちらにしましても、昨日も町長が申し上げたように、皆様がよりたくさんの方が利用

しやすくなったなと言っていただけて、使っていただける公共交通にしていきたいと思っ

ておりますので、またいろんな御意見がありましたらお教えいただけたら、また一緒に考

えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 
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○９番（日名義人君） 

 今改善の方向も幾つか示唆していただきました。直接は関連しないんですが、巡回バス

が来ないところの空白地、そこからの要望というのは結構強い。さあ新たな課題だという

ふうに思うんですが、これ少しだけ付け加えておきたいと思います。私の近辺で言うたら

円城の細田とか三納谷とから特によくお話を聞かせてもらいます。きっと町内あちこちに

そういう場所があるんだろうと思いますので。 

 ところで、そうしますと、巡回バスというのはやっぱし限られてきます、どうしても、

コースが決まってきますから。そうしますと、移送サービスだとかあるいは触れ合いタク

シーだとか、デマンド等の利用もかみ合わさんといかんと。これがどうかみ合わされるの

かというのがなかなか難しいとこだなと思うんですが、私はそのときにぜひ一つの見方を

してほしいなというふうに思いますので、問題を提起させてもらおうと思います。 

 １つ目は、御近所のお話なんですが、もう９０前後になると思いますが、ずっとデマン

ドタクシーを利用されてきた方が、今回改めてこんな話をされました。巡回バスができる

ので使おうと思ったけども諦めた。何でかなというふうに思ったら、せっかくなのに、県

道ともそう遠うないよというふうな話をしてたんです。そうしますと、歩いて出るのが大

変だと。ドア・ツー・ドア、これがどうしても私らにとったらというふうに言われまし

た。なかなかそれに応えるというのは難しいことですけど、なるほど、自立支援にはその

ことが必要なんだ。 

 改めて、そういえば私の周辺でも、自動車の免許証を返上された。途端にその人がほと

んど家から出れなくなった。気がついたらうわさのように、ほとんど日々家で寝てるでと

いうふうになって、言わば閉じ籠もるという現象が起こってきて、とうとう子供さんが近

くに引き取られて施設のほうへというふうなことが起こりました。だから、改めて外出が

もう少しできるというふうな条件が整えば、自立することも長引かせることができたので

はないか。 

 もう一つの例は、同じようなことなんですが、返上したと。もういよいよ買物に行くの

にどうなるか、早う巡回バスが走ってほしいな、これは夏前の話でしたけど、そんなこと

を言われた、あるちょっと離れたとこの人ですが、近くの縁のある人でもあるんですが言

われてました。だから待たれている面とそのきめ細かい穴埋めをどうするかということ

で、そのときに１つの視点として、高齢者の自立支援、このために何が必要なんだろうか

という、そういう見方をぜひ交通会議等でもしっかり生かしてほしいなというふうに思い
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ます。 

 そういう意味では、なかなか困難なことなのかなとも思いましたが、例えば移送サービ

スが民間に委託されました、タクシーを利用する。移送サービスのほうは、これ要介護

１以上でないと利用できない条件があると思います。とすると、そこで新たなはざまが生

まれてないかなというふうな、一つは危惧をしました。 

 それから、もう一つは、巡回バスの運転手さんと立ち話をしてました。そしたら、この

前つえをついて乗って乗降された方があるんですが、自分らは手が出せないんだ。要する

に身体介護というんですか、言葉が適当かどうか分かりませんが、手助けは、普通手を出

して引っ張り上げる。これぐらいはいいんじゃないかなとか、いろいろ思いますが、素人

目にも。でも一定の法的な規制があって、しっかりと身体的に介護できるような、そうい

うことはしないことになっている。とすると、移送サービスもタクシーだ、触れ合いタク

シーも巡回バスもということになると、その辺の配慮がどうなるのかな。せっかく利用し

たくても、しにくいがということで子供に頼ろう。でも、子供もなかなか帰ってきてくれ

ない。そういうことから、自立支援に対してのブレーキがかかるというふうなことが起こ

り得ないんだろうというふうに思いますが、その辺についてどんなこれから論議をされた

りしていかれるか、ぜひこの視点は大切に踏まえてほしいと思うんですが、どうでしょう

か。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 岡本総務課長。 

○総務課長（岡本一志君） 

 お手伝いをさせていただきたくてもできないという形は存じ上げております。今のとこ

ろまだ特化したような形のことまで考えていないというのが今の現状の計画でございま

す。これをするためにはじゃあどうするべきなのかというとこら辺になると、福祉関係の

方としっかりお話を聞いて認識を共通せんとできんことかなというとこら辺で、実はほか

の方からもそういう手助けは駄目なのよというお話も聞かせていただいたこともあります

ので、これはよし悪しですねっていうとこら辺は認識しとるんですけど、じゃあそういう

方を一人乗っていただいて、いつも乗っていただくとかという形もできませんし、またタ

クシー業者さんにその資格を取ってくださいというとこら辺もまだお話はできておりませ

ん。これからどうすべきか、十分にこれ研究するものだということまでのお返事とさせて
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いただきます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 現実に起こってる問題としての課題意識は共有できたと思いますので、ぜひいろんな工

夫をお願いしたいと思うんですが、研究もしてほしいんですが、集いの場で皆さん応援を

している人たちが、付添いサポーターの資格を取って送り迎えをしているということが地

域ではもう既に行われてます。僕もその詳しい内容についてはよく分かってないんです

が、例えば、そういう講習なんかを受けることで一定の身体支援というんか、介護という

んか、そういうことが資格を取る、介護士としての資格を取らなくてもできる可能性はな

いのかなとか、いろいろ思いを巡らせてみているんですが、ぜひその辺は、きっと何らか

の方法があり得ると思うんです。車椅子に乗せるタクシーもできてるわけですし、そのち

ょうどはざまの問題ですから、ぜひぜひ深い検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 そういう意味では、改めてこの巡回バスの関係で、移送サービスなんかも一緒にいろい

ろと問題点を探り出しながら解決するという方向で検討をぜひお願いしたいと思います。

うなずいていただきましたので、これもぜひ解決の方向へ持っていっていただけるという

ふうに確信したいと思います。 

 次に、定住促進に向けての問題提起なんですが、これはいろいろ思いを巡らす一つのき

っかけになったのが、割とこのことについては関心は持ち続けているんですが、特にこの

間、町長がちらっとこぼされたこと、本格的な提案というふうには聞けないけれども、で

もそんなふうに考えておられるんだということは確かめられたので、そのことを取り上げ

てみたいと思います。 

 町内にそういう定住促進、移住促進というんですか、そして地域の再生っていうふうな

ことも願いも込めた取組を庁内職員もいろいろ考えてくれているので、ぜひプロジェクト

チームのようなものを作ってみたいというふうに、そのときには僕には聞き取りをいたし

ました。ああ、そんなふうに考えていただけるとすれば、これは早速動き出す一定の期間

が要るわけですから、ぜひ着手してほしいなという気持ちをそのときに持ちました。 

 でも、改めてそういう意識を持って考えてみたんですが、まして大きな問題提起として

は、今まで吉備高原都市を基本にしたイノベーション構想等がこの間進められています。

一定の基礎が作られてきていると思いますし、さらにスーパーシティー問題も取り組ん
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で、言わば吉備高原都市を対象に、それ以外はほっとくというんじゃあないですけれど

も、まず吉備高原都市に目を向けて人口増を、にぎわいをというふうになっているのは、

これは事実だろうと思うんです。それがどう波及するかというのは、今後の問題になるわ

けです。 

 ところが、農村地域、中山間地の集落が点在している、この吉備中央町の再生というん

か、元気を取り戻す取組、これはこれでしっかりと一つの課題として見ていく必要があ

る。それが今町長が構想されているプロジェクトチームの仕事ではないかというふうに思

えています。そういった意味で、町長がどういうふうにその辺を考えておられるか、お聞

きしたいなということです。非常にぼんやりした質問ですけれども、町長のお考えをまず

お聞きしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、定住促進についての御質問かと思います。 

 以前、プロジェクトチームをというようなことを私が発したと思います。これは多分学

校統廃合においてある程度の学校は減らさざるを得んと、それは人口減少が著しいと。し

かしそれをずっと見るんでなく、今後、例えば３校が４校にとかというような思い持っ

て、やはり定住促進等々に力を入れていかなければいけないと。そのためにそういう思い

があるということを私は言ったと思います。 

 そのことにつきましては、現在町では様々な定住促進、人口増加の策を打っておりま

す。その成果は少し、多少なりは出ているんじゃないかという思いは持っております。が

しかし、より効果のある施策を作り実施することがやはり重要かと思います。そのために

役場内の中堅から若手によるプロジェクトチームを立ち上げるべく今準備を進めておりま

す。このチームは、今までの施策の内容を子育て世代、結婚世代の若者の考え方でいま一

度見直し、改正や廃止も含めて検討をしていただきたいと思います。また、今まで以上に

有効な効果が期待できる施策があれば打ち出していただきたいと、そのように考えていま

す。 

 そして、ぜひいつまでにその施策をしたら何人増えますよとか、ある程度数値を置いた

目標設定もしていただきたいと、このように考えているところでございます。その数値
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が、例えばある施策をやってこの施策をやったら５人増えましたよと、それが積み上がっ

て５０人年間に増えますと、そのようなきっちりした目標を持つべきだというふうに思っ

ております。現在、そのメンバーの候補を選定が終わりまして、委嘱を行う準備にしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 町長が話されたことというのが、現実に進み始めているという意味では、大きな期待を

抱かせてもらいました。特にその中でも、一、二点、その中に付け加えたいんですが、

１つは、私はこうした取組をかなり広報で広く、こういうのを立ち上げてこういう取組を

始めてますよ、そのこと自身が外から見れば魅力になる、そういうことを検討している町

だと。そういう意味では、しっかりと広報を併せて進めていく必要があるんじゃないかと

いうことがまず大前提です。 

 そして、もう一つは、実はちょっと古いんですが、切り取った中から引っ張り出したん

ですが、８月２５日に県の生物多様性戦略素案というのが山陽新聞に載っていました。こ

こはこんなふうに書いてます。素案では、県内を自然特性に応じ、中国山地、吉備高原、

県南平野部、瀬戸内海沿岸４区分して、そしていろいろ考えると。 

 それで、吉備中央町の場合は、当然里山保全が主に吉備高原が対象になってます、里山

保全という課題が。集落近くの里山は人口減少や生活様式の変化により、住民が薪の伐採

などで立ち入らなくなったために荒廃が進んでいることから、積極的な関与で再生を図

る。どういう関与か、一つの案として、強力に前向きな都市部の個人や団体を募り、下刈

りなどに参加してもらう、いわゆる交流人口を増やす。こういう内容が載っていました。

これをマッチングシステムというて規定してましたけれども、こうした取組もその中にぜ

ひ県との関係も含めて生かしていける可能性があるんじゃないかなど、多面的な見方をし

ながら直接何人来たということも成果としては本当に期待したいところですが、目を大き

く開いた可能性を追求する、そういうプロジェクトの活動にぜひしてほしい。そこへ住民

も参加して元気を出そうとしているということを広く周辺、都市部の人たちにも伝えた

い。そのことがまた魅力になるというふうなことを考えますが、町長、いかがでしょう

か。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 確かに議員言われるように、いろんな施策を打っても、それからまたそういう組織をつ

くっても、なかなか役場内だけでの活動、それはそれできっちりと形を出せば私はいいと

思いますが、それにプラスアルファ、そのことが町外の方々、まして県外の方々に知れ渡

って、確かにこういう町ではこういうふうに頑張っていると、これも一つの人口増に対す

るアイテムだと思います。ぜひしっかりとその活動、また組織等もＰＲしていきたいと思

います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 ぜひ前向きにしっかり取り組んでいただきたいと思います。ぜひ期待いたしたいと思い

ます。 

 ところで、最後になりますが、生活困窮者支援というような形で提起させてもらいまし

た。私は何を言おうとしてるかといいますと、高齢者の方、こんな話につい最近なりまし

た。これは野菜をいつも夕方私の家に持ってこられる方なんですが、奉還町のアンテナシ

ョップへ出すために。こんなん言われたんです。一人になった。御主人が亡くなられまし

た、１年ほど前かな。蓄えがほぼなくなって、もう野菜を持ってくることが、その収入が

楽しみだというふうに言われました。言わば国民年金だけでは足らんのをどう補うかとい

うので、そういうふうに苦労されている。これがまた元気の源やというようなことも、半

分冗談を言いながら、笑いながら帰られたんですが、でも、そこででも、結構せっぱ詰ま

った感じを私には取れました。 

 ということで、端的に言いますと、例えば、今年の冬、灯油が物すごく高くなってい

る。昨日の新聞ぐらいにはちょっと下がっていると書いてましたが、それも２０リッター

前後で５円だったり３円下がっている程度ですから、ほとんど高止まりに近い。そういう

のも、こういう人たちにとってみれば大きな負担感になっているんじゃないかなと。これ

を直接どう応援をするかというのもありますが、ぜひこの生活困窮者に対して、例えば生

活資金の貸付け、これ等が国会なんかの論議を見てても財源を増やそうかというような話
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をしているわけですから、現実に地域で利用ができるようなことが、そういう人たちにし

っかり伝わっていってるかどうかというのを、今待たれているんじゃないかと思いますの

で、尋ねたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 奥野福祉課長。 

○福祉課長（奥野充之君） 

 ９番、日名義人議員の御質問にお答えします。 

 生活困窮者などの支援策として灯油高騰対策が必要ではないかとの御質問でございます

が、国は原油価格の高騰に対し、石油の国家備蓄放出や石油元売り各社に対する卸価格引

下げの原資となる補助金を支給する方針を打ち出しています。 

 議員おっしゃるとおり、生活困窮者などの支援策は必要であると考えていますので、国

において生活困窮者などに直接的な灯油高騰対策を打ち出していただきたいという思いで

す。町におきましても、灯油高騰に対し有効な支援策はないか研究してまいりたいと考え

ています。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 ぜひ、困ったときに、どうしてもというときに、例えば生活していくためのたしかそう

いう貸出しの制度がありましたよね、さっき言われた。例えば緊急にそういうのを利用し

ていくとかというふうなことも含めて、こういう救済措置があるんだということをぜひ皆

さんにお知らせしながら、きちっと国がこんなん動いていると言われると思ったんです

が、それの結果が、さっきも言うたように２０リッターで３円か５円下がった程度では、

国民はたまったものではないと。手が届いてないということだと思いますので、切実な課

題だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで日名義人君の一般質問を終わります。 

 一般質問の途中ですが、ただいまから１１時まで休憩します。 

            午前１０時５０分  休 憩 
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            午前１１時００分  再 開 

○議長（難波武志君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順次発言を許します。 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 ６番、加藤高志です。 

 ただいま議長のほうから許可をいただきましたので、通告に基づいて質問をさせていた

だきます。 

 寒くなりました。またニュース、報道等々でもやっておりますが、各地で震災も頻発を

しております。いわゆる南海トラフが近いことでないことを願っておるわけなんですけれ

ども、さきに同僚議員さんのほうからも質問ありましたが、初動対処行動について、これ

はちょっと序論の中での御提案という形で聞き流していただければ結構かと思うんです

が、初動対処行動、これは何かあった場合の災害等を含めて呼集の状況です。これについ

て、最悪のケース、地震であれば震度であるとか、水害であれば降水量であるとか、あふ

れているか否かとか、そういった状況にもよって、最悪、恐らく通信手段が途絶えると。

これはメディアの遮断も含めて、この辺が最悪の場合になるのかなというふうに思われま

す。 

 国もそうなんですけども、多くの大きな危機管理組織では、自ら積極的に指揮下に入る

と、職員一人一人が。こういうことを念頭に置きながら、第１次呼集への自発対応という

ものを取り入れております。これが市町村における地方自治法下の中でどう強制力を持つ

ことができて、どう取り入れられるかというのはいささかちょっと工夫の余地があるのか

もしれませんけれども、いわゆる分かりやすく言いますと、何かそういった、先ほど言っ

た最悪の、地震、水害にかかわらず、最悪の状態になったときにそれが１７時以降であっ

た場合、自発的に、あっ、これはまずは登庁しようというような初動対処の計画、この計

画の中に最悪の想定案としてそういった計画を網羅しているかしてないのか、この辺がい

わゆる俗に言う未曽有の災害が起きた際の、一つのターニングポイントになるのかなとい

うふうな思いも持っております。ぜひこれが生かせるか否か、先ほど言った諸問題もある

と思いますので、難しい問題になるかもしれませんが、参考にしていただけたらと思いま
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す。 

 さて、昨日、おととい、それからここのところよく考えることがあります。毎回こうい

う形で質問させていただきながら、今まで質問させていただいた中でも気づき力について

発言させていただいたことがあるかと思います。これを考えたときに、本来そもそも論、

執行部が執行していただく各種施策について、疑義がなければ当然質問も起きないという

ような気がします。質問が起きないということは疑義が生じないような気づき力を持って

計画立ててそれを執行していく。そうすれば、当然その会報、要は皆さんに知らせるとい

うところには物理的な限界もあるでしょうから、１００％はいきません。少なくても疑義

の疑のほうがまつわった質問というのは、なるべく気づき力さえあれば少なくなっていく

方向に行くのかな、なんていうこともちょっと考えたりもする今日この頃であります。 

 その辺を少し念頭に、今回も気づき力を念頭に置いていただきながら、今回の質問は目

的と目標、これをキーワードに大きくは３つ質問をさせていただけたらなと思います。 

 最初に、小学校等統廃合の体制についてです。 

 まず、１番目については、魅力の構築と複式学級からの移行準備について。 

 令和７年統合までの３年間、園については２年間ということになりますけれども、小学

校及び園の統合の在り方についての指針、１０月８日です。これの第１章で進言されてお

りますその５項目の魅力をどう具現するのか。また、アフタースクール等、既に存在して

いる学童との連携及びその学童の組織編成を含めた現在の構想及びに複式学級となってる

町内４小学校、これの各ＡＢ教育年度からの円滑な移行体制、要は令和７年４月１日から

開校するのに当たっての移行体制。中身的には統合前年度末での複式カリキュラム完了と

いうことになります。これについて完了させるための教員の充足、要は複式カリキュラム

完了のため必要な要因です。これの過不足を含めてお尋ねをいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 ６番、加藤議員の御質問にお答えいたします。 

 小学校の統合に当たっての魅力作りといたしましては、魅力ある学校・園を考える会か

ら、そこで受けました指針にのっとりまして、１つ目として、郷土愛を育む学校づくり、

２つ目といたしまして、未来を担う子供の成長を支える学校づくり、３つ目といたしまし
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て、多様な学びができる学校づくり、４つ目といたしまして、地域等と連携したアフター

スクールが充実した学校づくり、５つ目といたしまして、保護者に寄り添った園づくりと

いうことが示されております。保護者に寄り添ったということは当然のことであります。

来年度から統合再編準備委員会を設け、その中の部会でより具体的な取組が出てくるもの

と考えております。 

 まず、郷土愛を育む学校づくりでは、例えば、子供たちが地域の野菜作り等の名人など

に習い育てた食材を利用して、地元の料理の達人に習い調理した食べ物を味わうことで、

町の特産品のよさを満喫するなど、地域の人から学ぶ活動の機会を作り、深く広く学習

し、地域とつながることでふるさと吉備中央町への愛着を育み、郷土のよさを実感できる

ものと考えております。 

 未来を担う子供の成長を支える学校づくりでは、例えば学校間での合同事業、現在もス

ーパー連携事業として実施をされておりますが、こういったことを推し進め、演奏会や理

科の実験などで共同的な学習を行うことや、さらに陸上記録会などで目標を持って競い合

うことにより、児童間や学校間で切磋琢磨し、競技への意欲を高め、体力の向上を実感で

きるものと考えております。 

 多様な学びができる学校づくりでは、小学校の教科担任制を促進し、各分野の専門性を

持った外部人材に協力いただくとともに、情報通信技術を活用することで子供たちがより

自分に合ったことに興味を持つことにより、今後自分を生かせる分野への発見とつながっ

ていくものと考えてえております。 

 地域等と連携したアフタースクールが充実した学校づくりでは、外部講師等からの国際

協力やボランティアなどの各専門分野の学びや、地域の方々から伝統や文化を学び、また

スポーツやミュージックなどのスペシャリストから技能等を学ぶことで、授業とは一味違

った学習ができるものと考えております。 

 これらのことなどを通じて、未来の担い手である子供たちが伸びやかに健やかに育ち、

まちづくりの基本方針である子供たちの笑い声があふれる、懐かしくて新しいふるさとの

創造の実現につながるように、外部講師をはじめ地域の各分野の専門家など、子供たちの

健やかな成長を願う方々との関わりの中で育てていく教育となるよう、魅力ある学校づく

りが実現できればと考えております。 

 現在、町内の複式学級を有する学校については、ＡＢ年度形式として２年間分の指導内

容を２年で学習する学習が完結するように、年間指導計画を編成したものによる教育課程
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が実施をされております。対策として、教員を追加配置し、前年度までにはこの学習形態

を解消することが必要となってまいります。教員の配置につきましては、どの学校に何人

の教員が必要なのか等の規模、内容も含めて、今後学校と協議を進めていくとともに、岡

山県教育委員会をはじめ、岡山教育事務所等の関係機関の協力を仰ぎながら教員の配置に

ついて決定していきたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 分かりました。少し、ごめんなさい、漏れてたように思いますので、アフタースクール

と既にある既学童との連携内容、それからその学童の、もし新編するんであればその組織

編成に関するお考え、構想等あればお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 加藤議員の御質問にお答えいたします。 

 アフタースクール等の具体的なやり方、そして学童との連携等については、今後、来年

度から始まる各部会においてしっかりと検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。連携はしっかりと図っていかなければいけないものというふうに考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 分かりました。よろしくお願いします。 

 では、次に国際教育の推進についてお尋ねをします。 

 第２次総合計画、これ後期です。これの基本目標１の中の施策１－２、主な施策とし

て、国際教育の推進、これに英語教育の充実及び教職員の技能向上を推進するというふう

に記述をされておりますが、具体的にどのような教育環境を整備して、英語教育を充実を

させるのか。また、教職員の技能向上に資する研修とは、これ例えばですけれども、国際

関連機関等との積極的な連携によるものなのか、あるいは自衛的な部分なのか、その推進

具現策、これをお尋ねします。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 お答えいたします。 

 国際教育の推進に当たっては、外国語を通じて言語や文化に体験的に触れ合い、積極的

にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ることで、国際理解を深めることを

目的として取り組んでいるところでございます。 

 現在は、英語担当の教師をはじめ、自治体国際化協会などとの連携の下、語学指導等を

行う外国青年招致事業などを行い、３人のＡＬＴが小・中学校で授業を行っております。

今後についても、英語教科担任制や小中一貫した英語授業の推進に努め、世界を視野に入

れた将来への夢や希望を持てるよう、より多面的に国際機関などと連携を持ちながら教育

に取り組んでいくことが重要であると考えます。 

 また、指導力向上に向け、当町教育研究所外国語部会などの研修の充実を図ってまいり

ます。そして、単に先進地域の外国人との触れ合いにとどまらず、例えば、開発途上国の

復興や経済の安定に取り組むなどにより、国際的な社会問題のノウハウを持った国際機関

などと連携しながら、より実感できる一歩進んだ国際教育の推進に取り組むことも研究し

てまいりたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 了解しました。またまた美しい模範的な御回答ありがとうございます。 

 ちょっと大変恐縮ですが、全く私教育関係者ではございませんので、全く白紙的な立場

で本当に恐縮です。１つ、冒頭申し上げた目的、目標と、キーワードというふうに申し上

げましたが、教育に関して申し上げると、当然一番最上位法に教育法というものがあろう

かと思います。その中をひもとくと、目的があって目標というふうに条項が設けられてお

りますけれども、教育の目的は人格の完成を目指しから始まって、第２条の５辺りに書い

てあると思いますが、その目標については５ある中の１つに、他国を尊重して国際社会の

平和と発展に寄与する態度を養うと。要するにこの態度を養う、国際観を醸成してって、

その態度を、寄与する態度を養う。この目標に到達して目的の人格の完成が達成できる、
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こういう位置づけにあろうかと思いますので、ぜひ今御答弁いただいたような内容を、令

和７年度開校、開始に向けて実際に準備が整うように進めていっていただければと思いま

す。 

 次に、国際交流活動について質問させていただきます。 

 国際多文化交流の推進についてです。これも第２次総合計画後期の基本目標４、主要な

施策、この中の国際交流の推進及び多文化交流の推進について、令和７年目標に国外友好

都市数を２か国、そして交流会参加者数目標値を１００人と指標されております。 

 また、未達に対する今後の取組においては、国際感覚を備えた人づくりというふうに掲

げておられますけれども、それぞれの目標達成には、例えばＪＩＣＡ等関連国際機関との

連携が不可欠ではないのかというふうに個人的には考察をしておりますけれども、その辺

の見解と目標達成に向けた具体的な構想等をお尋ねをします。 

 例えば、既に交流のある吉備中央町とそれから社会福祉法人、これフィリピンのタルラ

ック州のカパス町と交流をされてるように承知をしておりますが、先ほど申し上げたＪＩ

ＣＡ等の草の根技術協力事業、あるいは開発教育支援事業、これらの研修の受入れ等の事

業を導入して、目標達成に向けた具体的な構想等についてお尋ねをさせていただきます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 根本協働推進課長。 

○協働推進課長（根本喜代香君） 

 それでは、６番、加藤高志議員の質問にお答えいたします。 

 議員御質問の第２次吉備中央町総合計画基本構想後期基本計画における国際交流の現状

といたしましては、中国淮安市との中学生訪問団の相互派遣等の交流を通じて、海外や他

地域の文化や風習に触れ、国際感覚の優れた人材を育成するとともに、自らの地域と比較

し、自らの地域のよさや他地域を学ぶ機会となっております。 

 主要な目的、目標、指標といたしましては、国際交流の推進と多文化交流の推進を掲げ

ており、中国淮安市とも中学生の派遣交流を行い、国際感覚豊かな人材の育成を目指して

おります。また、恒常的な国際交流活動を展開することを通して、人づくり、まちづくり

の推進に寄与することを目的として、国際交流活動を行っている吉備中央町国際化推進協

会におきましては、年数回、国際交流カフェや切手収集作業を開催し、在住外国人と交流

を深めております。 
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 現在、総合計画の目標には国際交流の推進及び多文化交流の推進、未達に対する今後の

取組として、国際化時代に対応できる国際感覚を備えた人づくりを進めるため、近隣国と

の交流のみにとどまらず、積極的に広い範囲での国際交流の推進に努めることなどを掲げ

ており、交流を主とした活動となっております。 

 ＪＩＣＡの活動の中にたくさんの国際交流活動もあるとは思いますが、国際貢献への意

識の高い活動をされているＪＩＣＡとの連携につきまして、現在まで想定できておりませ

んでした。また、議員の言われるとおり、ＪＩＣＡの草の根技術協力事業の支援協力を得

て、社会福祉法人が主となりフィリピンのタルラック州カパス町で介護予防の意識向上と

普及啓発のための事業を実施してきたところでございます。 

 国際理解教室につきましても、国際化推進協会の総会等でお願いをしていた時期もござ

いますが、継続的な事業として取り入れておらず、十分な活動につながってきていないと

ころもございます。今後はＪＩＣＡの事業内容を研究、把握していきながら、ＪＩＣＡと

の連携も視野に入れた取組についても検討してまいりたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 了解いたしました。 

 ちょっと再質問で申し訳ないんですけれども、国際交流の推進、それから多文化交流の

推進について、友好国２か国まで、令和７年までに増やしますよというところと、それか

ら交流会の参加者数を１００人に目標とされてるんですけれども、この１００人というの

は、国際化推進協会さんが企画実施をされているいわゆる交流カフェだとか、その類い、

それの年間１００名を目指しているという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 根本協働推進課長。 

○協働推進課長（根本喜代香君） 

 そのような理解でお願いしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 
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 分かりました。 

 であればなんですけれども、まちづくりにおける多文化交流の目的と目標ということで

ちょっと鑑みてみますと、一般的なまちづくりのイベントでは動員数をもってイベントの

成功したか否かという尺度というふうに用いられておりますけれども、あくまで何人集め

たかというのは目標であって目的ではないはずなんです。本来の目的はイベントによって

町の魅力を再発見してもらい、これは一般的なイベントに置き換えて例えてますけれど

も、再発見をしてもらって、イベントがなくても人があふれる町というところを目指すと

いうのが目的なわけです。 

 これを今回の今質問させていただいてる多文化交流会に当てはめて改めて考えてみます

と、仮に基本計画の後期目標で掲げておられる１００人集ったとしても、内訳が日本人が

９９名で外国人が１名で１００名という、これだと意味がないわけです。そもそもの目的

を達成するに完全に至らないような実施内容になってしまう。 

 国際交流、多文化交流の目的というのは、改めておさらいすると国際感覚、豊富な国際

感覚、豊かな人材を育成をして町民の世界観を広げる。それから一方、交流カフェ等実施

をしている、そこで言う目的というのは吉備中央町在留外国人の方々が暮らしやすくなる

ようにというふうに目的を置いてるはずです。なので、先ほど言った１００人集めても

９９人、極例ですけれども、９９人が日本人で１名が外国人というような集客構成では目

的には到底逆行してしまうと、というような状況になります。 

 なので一工夫、これもまた気づきの域に入るのかもしれませんけれども、一工夫してい

ただいて、今現在、吉備中央町内で生活をしていただいてる在留外国人の方々の国籍を含

めて、もう一度改めて人数を把握をされて、整理把握をして、実施をするであろうそのイ

ベントの企画内容に、例えばお国柄を盛り込んでというようなエッセンスを盛り込んだり

とか、それからそういった外国人の方々に一応漏れなくお誘いだけは行けるように漏れの

ない御案内に努めるとか、そういったところに考慮する必要というのが十分余地が今現在

あるのかなというふうに評価をさせていただいております。 

 もちろんそれの具現に伴っては個人情報のというような取扱いで、なかなかナイーブな

部分がある、それはよく承知をしておりますけれども、目標を置いて目的を達成しようと

思ってるんであれば、そういった考慮が必要であるだろうというような理解の下で計画実

行をしていただければなというふうに考えるところであります。 

 いずれにしても、今まで同様、今申し上げさせていただいたようなことを十分に考慮し
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ていただいて、目的、目標を達成していただけるよう、改めて国際化推進協会共々取り組

んでいただきたいと思います。 

 最後に、交通手段の充実ということです。同僚議員のほうからもこの種質問がありまし

たが、町内巡回バス、いわゆるへそ８バスです。それからデマンドタクシー等を運行して

おりますが、どうも利用者の増加が確認できえない、できてないというような印象を受け

ております。 

 そこで質問です。この利用者増に至らない要因ということなんですけれども、先般、一

昨年になりますか、国立研究開発法人科学技術振興機構、これは文科省所管になりますけ

れども、一昨年に発表されております交通学研究第６１号、これ、テーマとしては高齢ド

ライバーの運転目的に関する研究論文になります。ちょっと抜粋朗読をさせていただきま

すと、６５歳以上の高齢ドライバーが運転免許証を自主返納しない理由の一端として、自

身で運転する高齢者は公共交通へのアクセスが不便であり、タクシーを含めた公共交通の

利用機会が乏しい立場と環境に置かれている。運転可能な若年層との同居はその運転と無

関係である。これが調査により判明したと。また、高齢者は買物、通学等若年層の送迎を

目的に自身で運転して外出する機会も多いというふうにくくっております。 

 これを踏まえると、吉備中央町、中山間という地域的な要因もあり、いわゆるドア・ツ

ー・エックス、自分の自宅の玄関から例えば幹線道路まで、自分の自宅の玄関から例えば

バス停まで、ここまでの移動手段を欠いてるからではないのかと、先ほど申し上げた利用

者増に至らない要因の一つとして。この辺の認識をお尋ねをさせていただきたいと思いま

す。 

 もちろん、当然いわゆる今社会問題になっている高齢者の運転による事故であるとか、

それに伴って免許を返納いただきたいという国策であるとか、その返納が進まない、それ

から移動手段を持たない方々はバスやタクシーを利用できない、要は欠いてる部分で、だ

から返納したくても免許返納ができないんだと。それがドアから幹線道路までの移動手段

がないからバスやタクシーが利用できないんだと。何かそういうふうにリンクしているの

かなと思えてなりません。その辺の御認識をお尋ねをいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 
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 ６番、加藤議員のいろんな交通施策がありますけど、その利用状況が大変悪いというよ

うなことで、その理由はというようなことでございますが、ドア・ツー・ドア、大変重要

な要件だと思いますが、なかなかドア・ツー・ドアを全てにサービス提供するというの

は、町であれ田舎であれなかなか困難であります。しかし、公共交通の利便性を高めると

いうのが本当に町としてはしなければならない施策であります。そのようなこともありま

して、デマンドタクシーであったり、いろんな施策を打っております。 

 今回、巡回バスをさせていただきました。なかなか１日平均９．何人というような状況

でございます。これにつきましてはいろんな要因があろうかと思います。確かに言われた

とおり、幹線に出るまで距離があって出れない、それも大きな要因です。それから、なか

なか乗ろうと思っても時間が分からない。どこで乗ればいいのか、どっち方向に行くの

か、なかなか周知徹底できていないというような、いろんな様々な要因があろうかと思い

ます。 

 今、ある種の試行期間でございます。いろんな御意見を賜って、より乗りやすく、また

多くの方に快適に乗っていただくような改良に努めていきたいと思います。そして、ド

ア・ツー・エックスについては、今後、今のところはやはりデマンドタクシーを使ってい

ただきたいという気持ちはございます。しかし、今後はいろんな様々な技術が応用されま

す。そのような車も出てきます。それもしっかりと頭に置いて、今後どのような技術を使

ったものがいいか、また今あるサービスの中でどのような組合せをしたらその方々が利便

性が高まって、公共交通機関に足を運んでいただけるか、検討していきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 了解しました。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 その移動手段の充実の具現策についてでありますが、これも第２次総合計画後期の基本

目標３、これの主要な施策の中に、町内の主要施設を結ぶ路線バスの運行も含めて、交通

手段を持たない方々への充実につながるパーク・アンド・ライド化の一つとしての次世代

モビリティー導入等と記述をされてます。その具体策等についてお尋ねをします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 
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 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 交通手段を持たない方々の具体策でございますが、近年、いろんな方策を取られている

のを散見します。ＡＩやＩＴＣ等の先端技術や、それからＭａａＳ等の活用によってモビ

リティーサービスが今現在出現しているところでございます。そのような試行的な取組も

されてるところもございます。このような新しい技術サービスは地域における交通課題の

解決に大変有効であると認識をしています。自動運転技術等の各種社会実験について、公

共交通の視点からも積極的にやはり参加をし、また研究をしていく必要が私はあると思っ

ております。 

○議長（難波武志君） 

 ６番、加藤高志君。 

○６番（加藤高志君） 

 承知しました。ぜひよろしく推進のほど、お願いします。 

 結言になりますけれども、決してふざけているわけではございません。行政用語であ

る、いわゆるさきにも同僚議員のほうからありましたが、研究検討、非常に便利で美しい

言葉でございます。ただ、研究検討でとどまらず、研究検討を重ねていつまでにこうした

い、あるいはこう目指すんだというところまでの、ぜひ今後は研究検討にしていただきた

いと思います。 

 総合計画を初めに、第２次の吉備中央町総合計画後期、これの巻頭にも記述を町長のほ

うされておりますが、地域課題の解決及び子供からお年寄りまでわくわくしながら安心し

て暮らせるまちづくり、これはＳＤＧｓの１１番目、この達成と兼ね合ってぜひとも達成

できるべく引き続き推進のほどお願いをさせていただきまして質問を終了させていただき

ます。 

○議長（難波武志君） 

 これで加藤高志君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 ５番、山崎誠でございます。 

 議長の御指名をいただきましたので質問をさせていただきます。今回は大きく３点でご
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ざいます。 

 １つは、旧竹荘中学校跡地の利用の現状、ちょっと何度も質問しておりますけども、現

下の状況について質問をさせていただきます。もう一つは、地域おこし協力隊の活用につ

いてです。３番目が、地域未来塾、いわゆる町営塾ｋｉｉ＋について、３点を一問一答で

行っていきたいと思います。 

 最初に、旧竹荘中学校跡地のことでございますけども、これは３年前だと思います。

２０１８年にこの活用の契約といいましょうか、いろいろプレゼンがあってしたと思いま

す。当初の予定は、バナナを中心としたトロピカルフルーツの栽培、それから今ある竹中

の校舎を利用して農福連携の農業大学校のようなものを作ると。しかもその農業大学校、

研修施設の利用は無料でいいということで、農業立地を目指す町としても大変新しい発信

で夢を持ったわけでございますし、特にトロピカルフルーツの栽培については、こんな南

国のフルーツが温帯でできるのかなと思っていたら、事業主のほうが、凍結解凍覚醒法と

いう遺伝子の新しい発現をする方法を見つけているので、それでやるんだということでご

ざいました。 

 ここで今１１棟ハウスが建っておりますし、昨日、同僚議員の質問でも幾つかお答えが

ございましたけども、バナナ約１，０００本植えて栽培が進んでおります。おりますが、

全般的に当初こういうふうな予定で収穫があって、研修所もこういうふうに作ると言われ

ておったんですけども、どうも計画が遅れ遅れで進んでいるようには見えません。時折道

の駅にももんげーバナナは見かけますが、収量もそれほど、当初の我々が聞いてるように

は収穫されていないというように思います。 

 そういう中で、皆さんのお耳にも私の耳にも届いておりますが、様々な今地元でうわさ

があります。昨日の答弁では、事業主が体調不良で今後の方向も協議の予定だというお答

えもございました。私の聞いてるところでは、この契約した旧竹荘中学校跡地の活用、今

申し上げたような農福連携の事業についての実施主体というか、法人である幸福産業株式

会社の従業員も２人あそこで栽培に当たっていたわけですが、既に離職したとも聞いてお

ります。 

 まず最初、具体的な質問をいたしますけども、多少、今回ちょっと踏み込んで、踏み込

み過ぎないように踏み込んで質問したいと思いますが、まず幸福産業、契約の先でありか

つ実施主体である幸福産業株式会社は、現在法人として存続し活動しているのかどうか、

そのことについてお尋ねをいたします。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 ５番、山崎誠議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、幸福産業は存続しているのかという御質問でございます。幸福産業につきまして

は、現在も存在をしております。先ほど言われた従業員等もやめられたということであり

ますけど、従業員等も、やめられた方もおりますけど、存続されている、勤められてる方

もまだ現在はおられます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 じゃあ、幸福産業は法人として存続し、事業を行っているという今のお答えでしたが、

実際に幸福産業の従業員、社員は現在旧竹荘跡地のバナナ栽培に従事している方はいらっ

しゃいますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 幸福産業さんの従業員でございますが、今ここの竹荘跡地で従事している方は１名の方

がおられます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 私はちょっと内部では９月に２名の方がやめられたというふうに聞いておったんですけ

ども、新たな方がじゃあ来られたというふうな認識で幸福産業は事業をしているというこ

とでございました。 

 今度は先ほど申し上げましたように、全体の計画がどうも我々が受けたプレゼンのよう
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にいってないので、これから先のことも含めてお尋ねいたしますけど、跡地というのは、

旧竹荘の跡地、校舎については売却いたしました。土地については賃貸契約をしておりま

す。これ１０年の賃貸契約になっておりますが、昨年５月に、これは議会に対して交渉の

テーブルに着きたいということでしたけども、私はやっぱりこれは大きな懸念があったの

で反対というふうな観点から質問をさせていただきましたら、６月議会から９月、ちょっ

と早う言うと８月の議会ですね、質問させていただきましたが、交渉のテーブルに着きた

いという話はあったけれども、現在、交渉は中断しているといいましょうか、行っていな

いんだというお答えで昨年はそういうことでした。その後、この跡地の売却交渉について

はどのようになっているでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 売却の話につきましては、現在幸福産業とは話のほうは行っておりません。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 じゃあ、その賃貸契約がそのまま続いているということでよろしいいんですね。じゃ

あ、その賃貸契約は既に何年かたっておりますけども、賃料はきちんと支払われているん

でしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 賃料につきましては、今ちょうど３年目になります。２年間についてはいただいてお

り、３年目については現在納入のほう、お願いしているところであります。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 １番目、２番目の私の質問で、ちょっと懸念があった幸福産業はもう今後事業ができな
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いのではないかということについては、そうではなくて、ちゃんと賃料も支払われている

ということで、計画どおりは私の認識では進んでいないと思われますけども、一応存続し

てやっているというふうに認識をしました。 

 次の３番目の跡地利用の全体事業計画、先ほどというのは、昨日の同僚議員の質問、答

弁で、現在その事業の責任者が体調不良であるというお答えでした。今後どういうふうに

していくのかということを協議の予定であるということでしたけども、そのバナナの栽培

以外に、前の中学校の体育館にはたくさんのレトロカーと申しましょうか、かなり議員も

見に行きましたけども、たくさん展示されておりましたけども、それも一般にあまり公開

したというふうに思いませんが、今それが、私も他人が借りてる土地なのでそこまで見に

行っておりませんけども、それも現在少し持ち出されているということを聞いているんで

すけども、そのことはどのように今現状なっているのか。 

 それから、この３項で一括して書いておりますけども、研修所についても先ほど言いま

したように事業責任者が体調不良で、研修所もなかなか延び延びになっているという以前

からの答弁でしたけども、それもどうなっているのか。まずこのことについて、この３番

目の前半部分についてお尋ねをいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 まず、レトロカーといいますか、状況でございます。当初は体育館のほうでバイクミュ

ージアムを開いて皆さんに見てもらうというふうな計画のほうを持っておりましたが、現

状、まだ全然進んではいません。バイクにつきましても持ち出されたのではないかという

ことですけど、確かに一部は処分をされたというふうには聞いておりますが、大半のほう

はまだ体育館の中にある状況です。 

 あと、大学校のほうの学校活用につきましても、御承知のとおり現在何も進んではいな

い状況です。どうしていくかは今後の協議をしていくところであります。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 おおむね様子が概括的には分かりました。 
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 先ほどの事業責任者の体調不良との関係ですけども、その症状については個人的なこと

もありますので、それを立ち入ってここで詳しくお尋ねしようとは思いませんが、昨日の

答弁でも、今後どうするかについては協議を予定しているということでございましたけど

も、これ私、うわさも含めてですが、先ほどの答弁で、いきなり何かあそこを放棄すると

いうようにはちょっと感じられませんでしたけども、本当にその幸福産業が今事業をやっ

ているけども、実際、これがさらに維持され、さらに発展するというか、当初の我々が聞

いたように、この見通しはどうなのかと、その見通しがもし今後の協議していく中でしか

分からないのでしたら、これは早めにいろんなことについて手を打つ必要があるんではな

いかと、ちょっとこれが踏み込んだところですけども、幸福産業がまだ存続して事業もあ

る程度やっているのに、先走っていうのも変ですけども、町としてはそういう備えも必要

ではないかというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡企画課長。 

○企画課長（片岡昭彦君） 

 御質問の見通しでございます。事業者の方の体調のほうも優れないというふうに聞いて

おります。実際に我々も会ってないからはっきりしたことは分からないんですけど、そう

いうところも踏まえまして、今後の今の旧校舎であったり体育館の活用を含めまして、当

然ながら当初の全体計画のほうの見直しが図られるのではないかというふうに思っており

ます。そこらを今後早急に事業者の方と継続性につながるような方向に向けました協議の

ほうを町としてもしてまいりたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 これ最後の今のお話を聞いて私の意見ですが、売却交渉のテーブルに着きたいとか、そ

こで事業者が言ってきたことも含めて、私はやっぱりここの旧竹荘跡地というのは、もち

ろん合併では吉備高原都市を中心となってますけど、現在のところやっぱりこの賀陽庁

舎、議会もありますしその一番顔になるようなところでございますので、これについては

慎重に対処していただきたいと。 

 事業主の動向、事業責任者の様態等々も今後きちんと掌握されて、本当に拙速な話に乗
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って何かするんではなくて、非常に極めて大切な土地であるその竹荘で暮らした人の思い

での地でもあるし、そういうことも踏まえて本当に堅実、慎重に今後の交渉なり、竹荘の

跡地の利用についてぜひともやっていただきたいということを、この件については申し上

げておきたいと思います。 

 続いて、地域おこし協力隊の活用についてでございます。 

○議長（難波武志君） 

 一般質問の途中ですが、ただいまから午後１時まで休憩します。 

            午前１１時５３分  休 憩 

            午後 １時００分  再 開 

○議長（難波武志君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 山崎誠君の一般質問を続けます。 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 それでは、お昼前に引き続き一般質問、第２項めを質問いたします。 

 地域おこし協力隊の活用、その課題で、私は後で述べますが、再検討する時期ではない

かと思います。既に皆さん御存じのように、地域おこし協力隊の制度については、総務省

が平成２１年、２００９年に設置いたしました。人口減少や高齢化、いわゆる過疎地域に

おいて地域力の維持向上、強化、そういうためにこういう制度を設けて財源措置も打った

わけですが、これについて私たちの町では平成２６年の初採用ということで７年が経過

し、これまで２５名が採用されて活動されたと聞いております。 

 隊員の全てではありませんが、ほぼ大半、ほぼ全員といっていいぐらいが委託先、Ｆ社

が推薦し、その推薦したうちの、２５名が来たうちの大半がＦ社の推薦ですが、そのうち

の半分はいわゆるｋｉｉ＋ですね、町営塾のほうに。町営塾のほうは後でまた大きな項目

でお尋ねいたしますけども、町営塾に採用されました。後の半数の方が観光部門とか地域

の課題、地域の活性化にそれぞれの個人の力、あるいは興味を持ってその地域おこしに従

事されてきたわけですけども、どうも見ていて、私から見て、制度、この地域おこし協力

隊を設け、財源措置も打ったこの制度が私たちの町では十分活用されているかということ

について、これは以前から同僚議員もそういうふうなことの指摘もあったように思います

けども、どうも活用が十分ではないのかということを思ってまいりました。 
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 これも俗人的というか、人格が来るわけですから、あまり踏み込み過ぎるとその方のい

ろんな問題もありますし、簡単に他から何かよしあしの評価というのはできにくいもので

すけども、いずれにしても、町全体として私はほかの他町、県内でも他の市町村における

地域おこし協力隊の活動を見てやや不満がある。十分な活躍が展開されていないと、この

よう思っておりますけども、それで、これまでのこの来た方、現在もいらっしゃいますけ

ども、活動の評価についてお尋ねいたしますが、先ほども申し上げましたように、地域未

来塾、町営塾ｋｉｉ＋については後で質問いたしますが、観光部門とか地域における課

題、要望についてやってきた取組が、私の見るところ、個人的な興味あるいは資質によっ

て、３年その人がやったら大体終わってしまうというか、継続されていかないというよう

な傾向を感じています。そういう意味で、これまでの地域未来塾を除く協力隊の活動につ

いて、執行部はどのように評価しているのか、まずお尋ねいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、山崎議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、地域おこし協力隊でございますが、地域おこし協力隊は御存じのとおり都市地域

から過疎地域等への条件不利地に移住をいたしまして、地域ブランドや地域産品の開発、

販売、ＰＲ等、地域おこし支援や住民支援など、地域協力活動を行いながらその地域への

定住、定着を図るというようなことが大きな目的でございます。 

 隊員はおおむね３年という任期の中で、柔軟な地域おこし策の構築と任期後の定住を想

定しながら活動を行うため、議員御指摘の自身の個人的資質や興味や関心のある事柄を活

動に転換させて行うということがまま多くなっておるかと思います。そのような現状も散

見されております。 

 ただ一方で、吉備中央マルシェの開催は回ごとに出店テーマを設定するなど、継続性と

発展性を含んだ内容で実施をしてきた経緯もございます。また、本年度協力隊が取り組ん

だ事業には、観光周遊イベントといたしまして、デジタルスタンプラリーを１０月３日か

ら１か月間実施をし、期間で２１６名の方が参加をされ、コロナ禍における新たな観光の

在り方について検討実施をされております。デジタルスタンプラリーにつきましては、発

展性を持たせたイベントといたしまして、継続するよう現在取組や広告、宣伝等の費用対
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効果をまとめた報告書の作成を進めており、次年度以降も事業を実施する予定としており

ます。 

 このように、隊員の個人的資質や興味によるところが大きいものとなりがちですが、取

組につきましては、必ずしも単発的で継続性、発展性が全て欠けるというものばかりでは

私はないと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 町長は一部そういう個人的な興味、趣味の傾向もあるけども、おおむね活躍されている

ということでしたが、私はもう少し厳しいように幾つかの経験を通して思っております。

が、いずれにしてもこれはそれぞれ見ているところ、見てないところもありますので断定

はできないと思いますが、活動評価についてはこれぐらいにして、次の課題設定というこ

と、私これが大事だというふうに思ってるんです。 

 先ほど、この前の、今日の答弁で、町長は定住促進、地域再生について庁舎内ではある

けれどもプロジェクトチームを立ち上げるということをおっしゃいました。私は町長、来

て私の知るところでは割とチャレンジ、首長としてはチャレンジングなことをされてき

た。今の、最初はらはらどきどきしたふるさと米も随分本当にうまくいきました。そのほ

かも様々に、大体行政マンというのは、石橋をたたいて渡るほうはいいほうで、たたいて

も渡らないという方も結構いらっしゃるんですけども、そういう意味では、いろんなこと

をされてきたと思います。 

 ただ、先ほどの地域おこし協力隊の課題設定について、私全て調べていませんし、この

ちょっと前段、今日の質問の前段にも少し現地というか、いろんな自治体へにも調査に行

こうと思って果たしてないんですけども、外から見る限り、町が主体的に課題設定をし

て、そこに意欲のある、そういうことに意欲のあるところが割とうまく継続していって

る。そこに残って業を起こしたりもしているというふうに、全部全国的に調査を私も知り

ません、分かりませんけども思います。そういう意味では、先ほどプロジェクトチーム、

定住促進や地域活性化をやるといってほかにも様々なチャレンジングなことをしてきたの

に、どうも地域おこし協力隊については、随分何かそこは抜けとったかなという気がする

んです。 

 それについて、今後、我々も今ちょっとコロナでこの２年行ってませんが、様々な委員
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会調査の中で先進地のところに行って、テーマは違うテーマで行っても地域おこし協力隊

が行ったらそういうことも見聞しますと、やっぱり先ほど言いましたように、自治体が求

めてこういうことをやってくれといったところは割とうまくいってる。もちろん全てそれ

１００％かどうか分かりませんが。 

 そういう意味で、この地域おこし協力隊の制度、政府も財源を打ってやる、総務省の制

度です。これについてもっと継続的、発展的にやるためには、さっきのプロジェクトチー

ムではありませんけども、Ｆ社に何か送ってよと、来たら何とかならあと、俗な言葉で。

そうではなくて、この町にはこういうことが必要だと、こういう戦略目標を立ててこうい

うふうにやりたいんだけどいないかというような、そういう戦略的な採用を僕はすべきじ

ゃないかと思いますけども、この点についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この地域おこし協力隊の募集については、多分次の設問であろうかと思いますので、そ

ちらのほうでさせていただきます。 

 今言われた、ある程度戦略を持ってということでございますが、吉備中央町では取りあ

えず塾は別といたしまして、隊員が一くくりに観光という広い分野の中で活動をしており

ます。そうした中で、成果、数値がなかなか見えにくいというような意見もいただいてお

ります。地域おこし協力隊員は、私は一人一人それぞれ特色のある能力を持った人が大変

多いと思っております。その能力と一人一人のやりたい思い、方向性を大事にすることも

能力を最大限発揮する方法の一つとも思っています。 

 一方で、議員が言われたとおり、町としての地域課題を設定して、それを達成してもら

う隊員を募集する、そういう考えも一つのしっかりした方向性だと思います。この方向性

に基づいて、もう既に、例えば吉備高原都市の住区を売るという確固たる目的を持って募

集した隊員も今頑張っていただいております。両方の観点から、私はこの地域おこし協力

隊を進めております。ただ、これに取り組んだ一番の基は、最初は町営塾を何とかせんと

いけんと、教育の場所がないと。そのことからこの協力隊の制度、少し先に利用させてい

ただいたという経過もございます。 

○議長（難波武志君） 
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 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 確かに町営塾のことがあったと思います。ただ、それに引きずられて、町営塾は後で聞

きますが、その観光部門というか、そういうことの戦略性というか、何か国が財源措置を

してというような、ちょっと厳しく言えば安易な設定があったというように私は感じてい

ます。 

 もちろんこれまであまりこういうことを強く言わなかったのは、実は個人、その人のや

っぱり能力がここへきてさらに発揮されるという、こちらが戦略を与えなくても。これは

デンマークには１８歳で年金制度があって、あそこはもう大学まで無料ですけども、やっ

ぱり月２０万円ぐらいで海外放浪というか、目的を見つけてというようなことを、行って

はないですけど、本でいろいろ読んだ。それは大変大きな、自分の、多分医者になりた

い、こういうことをしたいということで、非常に大きなモチベーションで何か周りから目

標を与えられるんではなくて、そういうふうに自分が現地に、国から支給されたお金でや

ると大変モチベーションが上がっていい人生といい仕事をするんだということを聞いたこ

とがあって、そういう意味で、先ほど町長が少し触れられたような気がしますけども、個

人の、その人の成長ということも考えたほうがいいということは思ってきたんですが、町

にとって私は、町長は割と肯定的な評価ですが、もういまいちかなと僕はずっと思ってき

たわけです。 

 それで、課題設定について少し、後のその３番目の質問、ちょっと今触れましたけど

も、具体的に先ほど吉備高原都市のことについては町が独自に設定して、私は全ては分か

りませんけども、そういう課題があるので熱心にやられてると外から見ています。そうい

う意味で、これまでのＦ社に依存した形になっているものから、もっと主体的に町が選考

基準を示して、これは失礼な言い方ですが、例えば、今日ちょっと先日も議論出ました新

山ほほえみ笑店、そこに配置して業を起こして、それ成功したら次の、この町内でやると

か、それ一つの例ですけども、そういう地域課題をまさにこっちが設定して、公募して募

集が来た人の意欲に対して基準を示すと。そういうことを、先ほど言った定住促進か地域

活性化の中で、そういうプロジェクトチームがして、この部分は地域おこし協力隊の制度

が使えるというふうな目標を持ってやるべきではないかと思いますけども、そういう意味

で、Ｆ社が全て悪いとは言いませんが、そこに依存ではなくて町が主体的にやるというこ

とについて、この隊員募集選考についてはどのようにお考えかお尋ねいたします。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 これまで隊員募集で大変お世話になったＦ社につきましては、国内外でも多くのところ

が御利用されてます。これは特に塾関係です、については、例えば会社におきますと、若

い優秀な方々と町とのマッチングというんがよくできてるなと、いい面もある。ただ、若

干言われたとおりに、観光部門についてはなかなか思いが強くて、この町でずっと頑張ろ

うという方々ばかりではなかったのが現実です。ですから、私はやはり今後はしっかり

と、その募集にいたしましても、例えば今後これからお試し協力隊制度みたいなのがある

らしいんです。何日か吉備中央町に来ていただいて、この町をどういうふうに地域おこし

をするかという体験事業もございます。そういうことも使いまして、ぜひ新たな方法も取

り入れて募集をしていきたいと思ってます。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 そういう町が主体的にやってくださることに期待しますし、私も私なりにほかのうまく

この制度を使って地域に根づいていくようなことの自治体も研究してまいりたいと思いま

すし、ぜひともこの国費を投入したものを有効に活用するような方策を考えていただきた

いと。個人責任に帰するのでなくて、そういうふうなことをしていただきたいと、このよ

うに思います。 

 続いて、地域未来塾、これも多少先ほどの質問、答弁の中でもあるように、関係があり

ますけども、これは地域おこし協力隊というよりも、この町営塾ｋｉｉ＋をどうするかと

いうことの主眼から質問したいと思います。 

 町営塾については、２０１６年にこれも町長の強い思いがあって設立されました。我々

もちょうどその当時民生文教にいた議員も、その先進地というか、そこを導入している津

和野を見てまいりました。この間、ずっと町営塾についてはいろいろ紆余曲折も多少あり

ますけども、３分の１の程度の人が中学生、塾をやって、御存じのように高校受験のため

の学力、いわゆるテストの学力と、それから課題探究型という新しい教育のスタイルを取

り入れてやられているというふうに思って、一定の成果を上げていると、このように思い
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ますけども、ずっと問題と思ってきたのは、これ３年で交代するので、その地域おこし協

力隊に来てそこに配置された人の資質によるところが大きいです。だから町営塾、ずっと

２０１６年以来やってきても、やっぱりその組織というのはずっとノウハウが蓄積されて

いく、それはもちろん人格的に蓄積されていくということは、人格がずっといなきゃいけ

ないということがありますけども、いずれにしても地域おこし協力隊の制度の中でしか運

用しないと、もう３年たって来た子がすごい能力があったらこうなるけどこうなるという

ようなことをいつも危惧を感じておりました。 

 そういう意味で、長期的、安定的な運営に幾つか懸念があって、運営委員会にも私も民

生文教畑が長いので出させていただきましたけども、この最初の質問ですけども、塾スタ

ッフが地域おこし協力隊の制度を使ってその枠内でやっているために、交代による授業内

容とか、そのレベルとかということについて支障は起きていないのか、その辺りを最初に

お尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 ５番、山崎議員の御質問にお答えいたします。 

 塾スタッフにつきましては、議員御指摘のとおり、地域おこし協力隊から構成されてお

り、塾長１名、講師３名の４名で塾の運営を行っているところでございます。現在はＦ社

に授業プログラム指導や講師スタッフの育成などの業務を委託して運営をしております。 

 これまで塾スタッフは協力隊の任期３年で終了した後は更新意向を示すことがなく、新

たにスタッフが入れ替わることが続いておりました。新規スタッフは、既存のスタッフや

委託先の業者から指導育成を受けて授業等を行っており、塾の運営面ではこれまでのとこ

ろ大きな授業レベルの変化や、中学校との連携に支障が出た事例について生じていないも

のと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 様々な授業の内容や中学校の連携についても大きな支障はないということでしたけど

も、私も長く運営委員会に出させていただいて、細々としたものはあります。先ほどの質
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問で言ったように、それの問題がその場で解決できる小さな問題であっても、そのノウハ

ウといいましょうか、そのものがやっぱり蓄積されていかないんではないかということを

ずっと懸念を持っているわけです。 

 これは、次の２項に入りますけども、私はずっと前からも言ってきましたし、それは私

が発案したんじゃなくて、それ誰でも素人はそう思いますけども、やっぱりずっと専任の

塾長みたいな人がいいと普通に思いますし、最初に、ここにも同僚議員も一緒に行った方

がいらっしゃいますが、津和野では最初、何年かちょっと覚えてませんが、地域おこし協

力隊がやってて、その後、別の町が雇った専任の塾長をもう既に置いてたんです。それも

イメージだと、ああなるほどこうやればうまく制度を、地域おこし協力隊の制度を使えば

いいなと思っていたので、そうなるんだろうと思っていたんですけど、同じことの３年

３年繰り返しなので、大きな支障がないとしても、やはり私はそういうことのノウハウと

か、それを人格的に蓄積されるためにも、専任塾長を置いて一貫性を持って発展すること

が、やっぱり経験の蓄積という意味で非常にいいのではないかと、このように思いますけ

ども、専任的な塾長配置等々については、教育長はもうそういうプロでございますので、

その辺りどう思っていらっしゃるか、ちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 失礼しました。 

 塾長の専任ということでございますが、議員御指摘のことは教育委員会としても認識を

しておりまして、大変ありがたい提案であるというふうに考えております。 

 現段階で年々、少しずつ新たな展開で実施されていることは認識をしておるわけでござ

いますが、塾長を長期に固定することで毎年の積み重ねられたノウハウが生かされて、さ

らによりよい取組となるように、議員御提案のことも含め、今後鋭意検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 何か非常に前向きな御答弁をいただいて、教育長も長く教師畑とか管理のほうも歩かれ
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て御経験豊富なので、この塾長はやっぱり、その塾長をどなた、どういう力量の方が引き

受けられるかで、これまた変わってくるし、その方の成長ということもありますので、ぜ

ひとも今までの御経験や人脈を生かして、本当にこの中山間地にあっても、今年の学力テ

ストは割とよかったわけですけども、それがずっとさらに継続して、もちろん学力だけで

はなくて、地域のよさ、誇りを持って、先日生涯学習で名越先生が吉備の国はすばらしい

よと言ってたことも含めて、そういうふうな人材、将来のある人材を育てていただくよう

な塾としてこれからさらに力を尽くしていただきたいと、このように思いまして、私の質

問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで山崎誠君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 これをもちまして本日の日程は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 明日１２月１１日から１３日までの３日間休会としたいと思います。御異議ありません

か。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、明日から１３日までの３日間休会とすることに決定しました。 

 本日はこれにて散会とします。 

 御苦労さまでした。 

            午後 １時２７分  閉 議 


